
 

(注） 支給件数は平成１７年３月３１日現在。戦没者の妻などが受けてきた精神的苦痛を国として慰藉するた

め、特別給付金として国債を支給している。また、終戦２０周年、３０周年、４０周年、５０周年、６０周年といった

機会に国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対し特別弔慰金として国債を支給している。 


